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（仮称）下田北 IC 周辺まちづくり基本計画策定業務委託 

プロポーザル募集要項 

１ 趣旨・目的 

（仮称）下田北 IC 周辺まちづくり基本計画策定業務委託を実施する受託者は、道の駅整

備に関する専門的な知識や技術に加えて、本業務と同様の業務に係るノウハウや経験が必

要であり、価格のみで受託者を選定する競争入札では十分な能力を有する事業者と契約で

きないことにより、期待した結果が得られないなど、意図と乖離した成果となるおそれがあ

ります。 

そのため、（仮称）下田北 IC周辺まちづくり基本計画策定業務を委託するにあたり、複数

の事業者から業務の内容やスケジュール等の企画提案を受け、その中から実績や企画提案

等を総合的に評価し、最適な能力と企画を有する事業者と契約し、支援を受けることで、効

果的で実現性の高い計画の策定を図るため、公募型プロポーザルにより受託業者の選定を

行います。 以下に、受託業者を選定する公募型プロポーザルの手続について必要な事項を

定めます。 

 

２ 業務概要 

（１） 業 務 名 

（仮称）下田北 IC 周辺まちづくり基本計画策定業務 

（２）業務の目的 

本業務は、現在整備されている、伊豆縦貫自動車道の（仮称）下田北インターチェ

ンジ周辺において、道路利用者の休憩施設や防災機能を備え、観光振興・地域活性化

に寄与する、伊豆南地域の新たな拠点となる道の駅整備のための基本計画策定を目

的とするものである。 

 

（３） 業務の内容 

 別紙「（仮称）下田北 IC 周辺まちづくり基本計画策定業務委託要求水準書」のと

おり 

（４） 履行期間 

契約締結日の翌日から令和９年２月 15 日まで 

（５） 業務に係る委託料上限額 

27,000,000 円以内（消費税及び地方消費税を含む） 

（提案内容に関わらず、この上限額を超える提案は受け付けない。） 

 

３ プロポーザルの実施方法、地域要件 

（１）プロポーザルの実施方法 公募型 

（２）地域要件 設定しない 

 

４ 参加資格要件等 

参加意向申出書の提出期限の日から契約締結までの間、以下の事項を充足していること
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を条件とします。 

（１） 下田市入札参加資格者名簿に登録されていること。 

（２） 建設コンサルタント登録規程（昭和52年建設省告示第717号）に基づく「都市計画

及び地方計画部門」の登録を受けていること。 

（３） 過去10年以内（平成28年４月１日から令和８年３月31日まで）において、地方公共

団体の同種業務（※１）を直接受注し、完了した実績を有するものであること。 

※１　同種業務：道の駅における「①要求水準書で示す基本計画と同種の計画策

定業務」及び「②民間導入可能性調査業務」 

・①と②の両方の実績を有すること（①と②の同時発注は問わない。） 

（４） 配置予定技術者として、管理技術者、照査技術者及び担当技術者を以下の通り配置

すること。 

① 管理技術者は、上記（３）の業務に直接携わった実績を有する者で、以下のい

ずれかに該当する資格を有するものであること。 

・技術士法（昭和58年法律第25号）に基づく技術士 

（総合技術監理部門：建設－都市及び地方計画） 

・技術士法（昭和58年法律第25号）に基づく技術士 

（建設部門：都市及び地方計画） 

・建築士法（昭和25年法律第202号）に基づく一級建築士 

・ＲＣＣＭ（都市計画及び地方計画） 

② 照査技術者は、上記（３）の業務に直接携わった実績を有する者であること。

なお、照査技術者は、管理技術者又は担当技術者を兼ねることができない。 

③ 担当技術者は、上記（３）の業務に直接携わった実績を有する者であること。

なお、担当技術者は、管理技術者又は照査技術者を兼ねることができない。 

（５） 地方自治法施行令（昭和 22 年政令第 16 号）第 167 条の４の規定に該当しない者

であること。 

（６） 下田市入札参加停止等措置基準（平成 19 年３月 30日）に基づく入札参加停止措置

期間中でないこと。 

（７） プロポーザルに参加する他の者と資本関係（親会社・子会社の関係等）又は人的関

係（取締役等の兼務）がないこと。 

（８） 下田市暴力団排除条例（平成 23 年下田市条例第 10号）第２条に規定する暴力団、

暴力団員等又は暴力団員等と密接な関係を有する者ではないこと。 

（９） 前各号に掲げるもののほか、募集要項において求める要件を満たしていること。 

 

５ 失格条項 

以下の事項に該当した場合は失格となります。 

（１） 提案書その他提出書類の提出期限又は提出方法を遵守しなかった場合並びに提出

部数に不足があった場合 

（２） 提案書その他提出書類に虚偽の記載をした場合 

（３） （仮称）下田北 IC周辺まちづくり基本計画策定業務委託事業者選定委員会委員（以
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下「選定委員」という。）に対して、故意に接触を求める行為を行った場合 

（４） 所管課の職員から不正にプロポーザル又は選考に係る情報を得ようとし、又は得

た場合 

（５） 前２号のほか、選考に影響を及ぼすおそれがあると市長が判断する不正な行為を

行った場合 

（６） その他、（仮称）下田北 IC 周辺まちづくり基本計画策定業務委託事業者選定委員会

が不適格と認める場合 

 

６ 公募から契約締結までのスケジュール 

 

７ 募集要項等に関する質問の受付及び回答  

（１）受付期限 令和８年５月 11日（月）17 時 00 分まで  

（２）提出場所 下田市役所 建設課 

 〒415-0011　静岡県下田市河内 101 番地の１ 

電話：0558-22-2219（直通） 

メールアドレス：kensetsu＠city.shimoda.lg.jp 

（３）提出方法 質問書（第１号様式その１、その２）にて、電子メールで提出してくださ

い。 提出後に建設課へ、受信についての確認の電話をしてください。 

 ※ 直接持参した場合は、受理しません。なお、誤信などのトラブルへの配慮は行わな

いので、十分注意してください。  

（４）回答方法 回答は随時行います。なお、質問者には電子メールにより回答することと

し、併せてその内容について市ホームページに掲載します。回答内容は、本募集要項

の追加、変更又は修正として取り扱います。遅くとも５月 14 日（木）までに回答し

ます。 

 

８ 参加意向申出方法  

（１）受付期限　令和８年５月 18日（月）17 時 00 分必着 

（２）提出場所  下田市役所 建設課 

〒415-0011　静岡県下田市河内 101 番地の１ 

電話：0558-22-2219（直通） 

 日時 内容

 ４月 24 日（金） 公募開始（公告日）

 ５月 11 日（月） 

17 時 00 分

質問書の提出期限（事務局必着）

 ５月 14 日（木） 質問書の回答期限

 ５月 18 日（月） 

17 時 00 分

参加意向申出書の提出期限

 ５月 25 日（月） 企画提案書の提出期限（郵便：事務局必着）

 ５月 28 日（木） ヒアリング審査
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メールアドレス：kensetsu＠city.shimoda.lg.jp 

（３）提出方法 　提出書類は、電子メールにより提出してください。ただし、受付期限ま

でに送付物の到着確認を電話により行ってください。直接、建設課へ持

参した場合は受理しません。 

（４）提出書類　 参加意向申出書（第２号様式） 

 ※ 本市の入札参加資格登録において、使用印鑑として届け出た印鑑を

押印の上、提出してください。  

（５）提出部数 　１部  

（６）辞退方法 　参加意向申出書を提出した後に辞退する場合は、提案書の提出期限まで

に辞退届（第３号様式）の原本を建設課へ郵送により提出してください。 

 

９ 提出書類 

（１）企画提案書の提出について 

　　①提出書類 

　　　本プロポーザルの参加者は、次のとおり企画提案書を提出してください。（正本１

部、副本 11部） 

　　　ア 企画提案書送付文（別紙様式１） 

　　　イ 会社概要書（別紙様式２） 

　　　ウ 実施体制書（別紙様式３） 

　　　エ 見積明細書（別紙様式４） 

　　　オ 企画提案書（様式任意） 

　　　　（ア）企画提案書表紙（別紙様式５） 

（イ）業務実施方針（業務フロー、業務工程表を含むこと。） 

　　　　（ウ）評価テーマ 

　　　　注１）各書類には、応募登録時に通知した登録番号を右上に記入すること。 

　　　　注２）提案者が特定できる記述（氏名、事務所名、記号等）を入れないこと。 

　　　　注３）各書類はホッチキス留め等ではなく、クリップ等により簡易に束ねた形で

提出すること。 

　　　　 

　 ②提出先及び方法 

　　　 ア　提 出 先　下田市役所 建設課 

〒415-0011　静岡県下田市河内 101 番地の１ 

　　　 イ　提出期限　令和８年５月 25 日（月）17 時 00 分（必着） 

　　　 ウ　提出方法　持参又は郵送（書留又は特定記録郵便） 

 

 

 テーマ① 道の駅整備方針について 

（実施方針などの具体的な調査手法）

 テーマ② 施設建設や運営企業等の民間導入可能性調査について 

（市の財政負担軽減などを踏まえた具体的な調査手法）
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10　審査体制、基準、方法 

　（１）審査体制 

　　　選考は（仮称）下田北 IC 周辺まちづくり基本計画策定業務委託事業者選定委員会

による。 

　（２）審査基準及び評価項目 

　　　別紙のとおり。 

　（３）審査方法 

　　　審査は、提出された書類に加えプレゼンテーションを実施し、それらを総合的に審

査する。 

審査の結果、最高得点者を契約の相手方として選定する。選定委員会の審査は非公

開とする。企画提案書の提出者が１者の場合でも、当該企画競争は成立するものとす

る。 

　　　　企画提案の選定予定日等 

　　　　　・日時：令和８年５月 28 日（木） 

　　　　　・場所：下田市役所　河内庁舎　多目的室 

　　　　　　　（企画提案書の提出があった者に指定時間等を詳細に通知する。）  

・実施時間：１者につき 30 分程度 (説明 20 分、質疑応答 10分程度）  

・出 席 者：３人以内（管理技術者及び担当技術者は必ず出席し、管理技術者又は担当技

術者が説明を行うこと。）  

・留意事項：説明はパワーポイント等の使用を認めるが、提出された提案書に基づくもの

とする。パソコン、プロジェクター、スクリーンについては事務局が準備する（一部

持込可）。  

 

11　失格事項 

審査以降において、次の各号に該当するものは、失格とする。 

（１）提案を行った事業者が、参加資格要件を満たさなくなった者 

（２）提出書類に虚偽の記載をしたもの 

（３）その他、実施要領で与えられた諸条件に違反するもの 

（４）見積金額が実施要領に示している事業規模（提案限度価格）を超える場合 

（５）応募要領に定める手続以外の方法で、選定委員又は関係者から直接又は間接を問 

わず、本プロポーザルに関する連絡を求めた者若しくは援助を受けた者 

 

12　その他留意事項 

（１）著作権について 

①提出された提案資料に係る著作権は、元来第三者に帰属するものを除き、それぞれ

の提出者に帰属するものとする。なお、提案資料等の中で第三者の著作物を使用す

る場合は、著作権法に認められた場合を除き、当該第三者の承諾を得ておくものと

する。第三者の著作物の使用に関する責は、使用した参加者に全て帰するものとす

る。 
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②本市は本提案に関する公表、展示及びその他本市が必要と認めるときに、提案図書

を無償で使用できるものとする。この場合、提案者名を明示する。 

（２）経費の負担 

①審査における参加表明書及び提案書の作成に要した費用、旅費その他本プロポーザ

ルの参加に要した一切の経費は、参加者の負担とする。 

（３）その他 

①本提案において、使用する言語は日本語、通貨は日本国通貨、単位は計量法による

ものとする。 

②提出書類は、候補者の選定を行う作業に必要な範囲において、複製を作成すること

がある。 

③管理技術者及び各主任技術者は、特別の理由があると認めた場合を除き変更するこ

とはできない。 

④提出された提案書等は返却しない。 


